
保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合 （収入が給与収入のみ）

給与収入以外に他の収入（年金収入や事業収入等）がある場合

※ �19 歳以上 23歳未満の者（組合員の配偶者を除く）は150 万円、60歳以上の者または障害厚生年金の受給要件
に該当する程度の障害者は180 万円

　労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合、被扶養者の認定における年間収入の取扱いが、
以下のとおりになります。なお、詳細については共済だより5月号に掲載予定です。

　労働条件通知書等の賃金（諸手当及び賞与を含む）を確認し、年間収入が 130 万円※未満である
場合には、原則として被扶養者として取り扱うこととなります。

　従前どおりの取扱いとなります。

令和8年4月から被扶養者の認定の取扱いが
一部変更になります

遺族付加年金“きずな”生活応援給付ご加入者様へ

物資事業指定店に関してのお知らせ

指定店名 所在地 取扱商品 契約終了日
株式会社グランシエルセキショウ 茨城県つくば市研究学園4-1-13 自動車 令和7年 12月 31日

ブラザーモータース 日光市足尾町1551 自動車
令和8年 3月 31日有限会社マイカーランド和 栃木市大平町蔵井2004-6 自動車

有限会社上野洋服店 宇都宮市二番町1-13 衣料品

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

　生活応援給付は、年に一度、加入内容の変更や解約（新規募集は行っておりません。）をすることがで
きますので、所属所の共済事務担当課へ申込書の提出をお願いします。
　制度内容等の詳細については、パンフレットをご覧ください。

　茨城日産自動車株式会社及び日産プリンス茨城販売株式会社が合併し、茨城日産自動車株式会社
となりました。
　なお、店舗及び取扱商品については変更ありません。

提出書類

● 被扶養者申告書　● 家庭状況
● �労働契約の内容が分かる書類及び 

当該認定対象者からの「給与収入のみである」旨の申立書
● その他必要書類

令和 8 年 8 月1日（土）令和 8 年 4 月 24 日（金）申込書
当組合必着日 更新日

● 契約終了について

● 合併について
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